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②目標及び結果

①【300人以下の特例認定基準】

人

③育児のための法を上回る短時間勤務制度等

■ くるみん認定に係る取組状況
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ⅰ）法定時間外労働及び法定休日労働時間の平均が各月45時間未満

ⅱ）月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者はいない

人 (男性

【結果】

育児短時間勤務制度を以前は、３歳に満たない子としていたが小学校就学前、就学中の子を持つ社員が

希望する場合に利用可能と就業規則を変更した。

【目標１】

小学生就学前、就学中の子を持つ社員が希望する場合に利用できる短時間勤務制度を導入する。
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計画期間において子の看護休暇を取得した男性労働者数

　　　　　　　　　　　　（１歳に満たない子のために当該休暇を取得した場合を除く。）
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②労働時間等働き方

①計画期間 月 令和から

業種 建設業

樋口土木株式会社

（１）行動計画の期間、目標及び取組について

稲敷郡阿見町

現在）
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日年

くるみん認定企業の取組

小学生就学前、就学中の子を持つ社員が希望する場合に利用できる短時間勤務制度を導入した。

「くるみん」認定マーク
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（２）認定基準（くるみん認定基準）に係る取組状況

本社所在地

労働者数 36



この度は、弊社の取組みをご評価いただき、誠にありがとうございます。

社員が子育てと仕事を両立できる環境を整備するため、短時間勤務制度を導入しました。これにより、

社員が安心して働き続けられる体制を整え、離職防止や職場定着につなげています。今後も、より柔軟

で働きやすい職場づくりを進め、次世代育成支援に継続して取り組んでまいります。

■認定を受けてのコメント


